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水
原
郷
病
院
の
公
設
民
営
化

　

 

　　

10
月
１
日
午
前
8
時
か
ら
初
日
の

診
療
に
先
立
ち
、
正
面
玄
関
前
で
水

原
郷
病
院
指
定
管
理
者
制
度
（
公
設

民
営
化
）
移
行
式
が
執
り
行
わ
れ
ま

　

指
定
管
理
者
制
度
（
公
設
民
営
）
に
よ
る

　

水
原
郷
病
院
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

し
た
。

　

新
潟
県
知
事
代
理
、
地
元
選
出
県

議
会
議
員
を
は
じ
め
多
く
の
ご
来
賓

を
お
迎
え
し
て
の
新
生
水
原
郷
病
院

の
出
発
と
な
り
ま
し
た
。

　　

経
営
主
体
が
変
わ
っ
て
も
、
こ
れ

ま
で
と
同
様
の
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
体
制
を
維
持
し
ま
す
。
外

来
診
療
・
入
院
診
療
と
も
に
診
療
科

目
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・

老
人
保
健
施
設
五
頭
の
里
・
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
や
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
で

の
人
間
ド
ッ
ク
・
各
種
検
診
等
も
従

来
ど
お
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　

指
定
管
理
者
で
あ
る
新
潟
厚
生
連

は
、
今
後
順
次
医
師
の
充
足
を
図
り

診
療
機
能
の
向
上
を
図
る
と
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
の
願
い
で
も
あ
る
救

急
医
療
に
つ
い
て
も
可
能
な
限
り
早

期
の
救
急
告
示
病
院
の
指
定
復
活
を

目
指
す
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

　

阿
賀
野
市
も
市
民
の
皆
さ
ま
に
よ

り
よ
い
医
療
を
受
け
て
も
ら
う
た

め
、
早
期
の
新
病
院
建
設
を
目
指
し

ま
す
。

　　

公
設
民
営
化
実
施
に
先
立
ち
、
9

月
17
日
と
19
日
の
2
日
間
、
水
原
保

健
セ
ン
タ
ー
で
公
設
民
営
化
後
の
診

療
体
制
等
に
つ
い
て
、
説
明
会
を
行

い
ま
し
た
。

　

両
日
合
わ
せ
て
約
70
人
の
参
加
が

あ
り
ま
し
た
。

　

 

今
後
、
医
療
提
供
体
制

を
充
実
さ
せ
ま
す

　

 

市
民
説
明
会
を
開
催

　

 

こ
れ
ま
で
の
診
療
体
制

を
継
続
し
ま
す

　

  

公
設
民
営
化
移
行
式

   

挙
行

◎

◎ ◎

◎

佐藤副市長（左）から末武理事長（右）へ
マスターキーの引継ぎ

新生水原郷病院移行式　テープカット

■
問
い
合
わ
せ

　

企
画
政
策
課

　

病
院
事
業
管
理
室

　

☎
61
‐
２
４
８
３
（
直
通
）

　

水
原
郷
病
院
は
、
10
月
１

日
か
ら
公
設
民
営
化
さ
れ
ま
し

た
。

　

水
原
郷
病
院
は
こ
れ
ま
で
非

常
に
厳
し
い
経
営
状
況
に
あ
り

ま
し
た
が
、
経
営
主
体
を
市
か

ら
新
潟
県
厚
生
農
業
協
同
組
合

連
合
会
（
新
潟
厚
生
連
）
に
変

更
し
、
経
営
改
善
と
医
療
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
を
図
り
、
こ
れ
か

ら
も
継
続
し
て
医
療
を
提
供
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　

阿
賀
野
市
は
、
市
民
の
皆
さ

ま
が
安
心
し
て
暮
せ
る
よ
う
、

病
院
を
存
続
し
ま
す
。


